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視点

　近年、大企業を中心にスタートアップ（ベンチャー企業）と連携する動きが活発化
しています。その多くは、スタートアップとの業務提携や出資・買収を通じて、自社
にない新しいアイデアや革新的な技術を自社の資源と融合させてイノベーションを創
出し、自社で抱える課題を解決することが主な目的です。また、スタートアップのも
つ柔軟性や機動性を自社のなかに取り込むことも期待されています。
　もっとも、スタートアップと連携したものの、期待通りの成果を得られていない企
業は少なくありません。企業がスタートアップとの連携を成功させるには何が必要で
しょうか。これには主に以下の3点が挙げられます。
　第1に、スタートアップに対する目利き力の向上です。玉石混交のスタートアップ
のなかから有望なところを探し出すためには、様々なルートを通じて多くのスタート
アップに接するとともに、実際に連携の経験を積んでいくしかありません。これには
一定の時間を要します。
　第2に、連携目的の明確化です。企業のなかには、スタートアップとの連携を優先し、
具体的な成果をいかに追求していくかについては深い検討がなされていないような、
まず連携ありきのところもあります。しかし、本来の出発点は、連携ではなく自社の
課題です。自社の課題を洗い出して解決方法を検討し、その結果、スタートアップの
能力や資源が必要との判断があって初めて連携に乗り出すべきです。解決したい課題
が明確であれば、連携するスタートアップに求める要件も明確になります。
　第3に、スタートアップへの理解の向上です。スタートアップは企業風土から業務
の進め方まで、多くの点で既存企業と異なります。意思決定に時間をかける、詳細な
計画書の作成を求める、といった大企業でみられがちな業務の進め方を強いることは
スタートアップにとって負担が重く、その強みを失わせることにもなりかねません。
連携を目指す企業は、スタートアップを理解したうえで、自社が譲れる点と譲れない
点をしゅん別し、譲れる点についてはスタートアップに大きく歩み寄ることが重要で
す。
　このようにみると、既存企業がスタートアップと連携するのは決して容易ではあり
ません。これは日本に限らず、連携が定着しているはずの米国においてもしばしばみ
られることです。しかし、スタートアップとの連携に成功することで得られるメリッ
トは大きく、有効な課題解決の手法として検討する価値は大いにあるといえましょう。
 （岩崎）

スタートアップとの連携を成功させるために
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経済トピックス
マクロ経済情報

　わが国の住宅市場では、新築住宅への
需要がすう勢的な減少に向かうなか、既
存住宅のリフォーム需要への期待が高ま
っています。政府においても、リフォー
ム の 市 場 規 模 を2013年 の7兆 円 か ら、
2025年には12兆円へ拡大させることを
目標に掲げ、政策対応を本格化させてい
ます。そこで、以下では拡大への機運が
高まるリフォーム市場について、現状を
整理したうえで、先行きを展望しました。

リフォーム需要は伸び悩み

　住宅リフォームの受注額は、2014年
4月の消費増税前の駆け込み需要とその
後の反動減などもありながら、2016年
度までは増加傾向が続いていました

（図表1）。しかし、その後は足元にかけ
ておおむね横ばいでの推移となっていま
す。
　このように近年、受注額が伸び悩んで

いる背景として、まず、政策効果のはく
落が挙げられます。2015年10月には省
エネ住宅ポイント制度が終了したほか、
太陽光発電の売電単価も、2013年以降
継続的に減額されています。これにより、
省エネを目的としたリフォーム需要は落
ち 込 み、 工 事 件 数 は、2015年 度 か ら
2018年度にかけて半減しました。
　次に、リフォームの中心層である世帯
主が50 ～ 60歳代の世帯数の減少が指摘
出来ます。リフォームの施主を年齢別に
みると、同年代が全体の65％を占めてい
ます。これは、住宅ローンの完済や退職
金の受け取りなどがリフォームの契機と
なるためです。同年代の世帯数は、団塊
世代の高齢化により、2014年から2018
年までの4年間で66万世帯減少したと推
計されます。
　しかし、そうしたなかにあって、実は
リフォームの本筋ともいえる老朽化を理
由とするものは好調に推移しています。
国土交通省のリフォーム・リニューアル
統計によると、更新・修繕を目的とした
リフォーム件数は、2013年度から2018
年度までの5年間で4割増加しました。こ
の背景として、中古住宅取引の活性化が
挙げられます。近年、中古物件の取引件
数は首都圏を中心に増加しており、また、
取引される物件の築年数も上昇傾向にあ
ります。技術や素材の向上により、築年
数が長い中古物件であっても、リフォー
ムすることで新築よりも安く、新築に近
い住環境を得ることが可能となってきた
ためと考えられます。

リフォーム市場の現状と課題

図表 1　 住宅リフォーム受注額

（資料）国土交通省「リフォーム・リニューアル統計」
（注）2019年度は2018年度下期と2019年度上期の合計。
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MONTHLY 
REVIEW経済トピックス

市場は再び拡大へ

　先行きを展望すると、以下の二つの理
由から、住宅リフォームの受注額は再び
拡大する見通しです。
　第1に、新築に比べて割安感がある中
古住宅への需要は強い状況が続くと見込
まれることです。新築市場の動向をみる
と、首都圏マンションの平均価格は、景
気後退局面にあった2012年以降上昇傾
向が続き、2019年には12年対比＋32％
の5,980万円まで高まっています。マン
ション用地取得が困難で、建設作業員の
人手不足に伴い人件費も上昇しているこ
とから、新築価格は当面下がりにくい状
況が続くと見込まれます。一方で、既存
のマンションは、約3分の1の戸数が、売
買が積極化するとされる築20年を超え
ることなどもあり、割安な中古物件に住
宅購入の希望者が向かい、更新・修繕の

リフォーム需要を押し上げると考えられ
ます。
　第2に、リフォームの中心層である50
～ 60歳代世帯数が、再び増加に転じる
と見込まれることです。国立社会保障・
人口問題研究所の将来推計によれば、同
年代の世帯数は、2021年に増加に転じ、
その後2030年までに140万世帯増加する
見通しです。これは、人口ボリュームが
大きい団塊ジュニア世代が2021年以降、
順次50歳代になることが主因です。これ
らの世帯が、自宅の修繕やバリアフリー
化などのリフォームを行うことで、市場
の拡大が期待されます。

市場の透明性確保が重要

　もっとも、リフォーム市場が拡大して
いくには課題もあります。住宅リフォー
ム推進協議会が実施した2018年の調査
によれば、リフォームを検討している人
のうち、9割の人が工事に対し何らかの
不安を抱えており、なかでも、「適正価
格がわからない」（39.9％）、「施工が適
切に行われるか不安」（33.1％）という
意見が高い割合を占めています。こうし
た問題は、欧米諸国の2分の1から3分の
1の規模にとどまるわが国のリフォーム
市場を大きく拡大させていくために、ク
リアしなければならないハードルです

（図表2）。
　リフォームに対する潜在的な需要を着
実に掘り起こし、市場のさらなる拡大を
確実にするため、顧客が抱える不安への
適切な対処や、それを支援する制度面の
整備など、関係業界や政府の一層の取り
組みが期待されます。 （高川）
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図表2　 住宅投資に占めるリフォーム投資
 の割合

（資料） 内閣府「国民経済計算」、住宅リフォーム紛争処理支
援センター「 住 宅リフォームの 市 場 規 模 」、
EUROCONSTRUCT資料を基に日本総合研究所作成

（注）日本は2018年、英国・フランス・ドイツは2012年。
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　わが国では政府が掲げるSociety5.0の
ビジョンのもと、デジタル技術の活用で
社会や人々の生活をより良く変えていく
デジタル・トランスフォーメーション（以
下、DX）の必要性が示されて数年が経
過していますが、企業におけるDXの取り
組みは欧米に比べて遅れているといわれ
ます。こうしたなか、政府は昨年11月に「情
報処理の促進に関する法律」を改正し、
企業のDXを促進する枠組みを整えまし
た。本稿では、わが国企業のDXの取り
組み状況を確認するとともに、今般の法
改正を受けて近く策定されるデジタルガ
バナンス・コードについて整理しました。

わが国企業のDXの取り組み状況

　デジタル技術の急速な発展に伴い、今
後、あらゆる産業活動、国民生活は、リ
アルタイムに情報やデータが活用・共有
されるデジタル社会へと変ぼうしていく
と考えられています。そのようなデジタ
ル社会においては、データやデジタル技
術を活用した新たなビジネスモデルが誕
生し、イノベーションの源泉となること
が期待されています。実際、米国や中国
の大手IT企業においては、取引の場とな
るプラットフォームを形成し、利用者に
最適なサービス・商品を提供しています。
一方、多くの日本企業では、事業基盤と
なるITシステムが技術的に陳腐化し、そ
の保守コストが増大することによって、
データやデジタル技術を活用した経営の
足かせとなるリスク（2025年の崖）が、
経済産業省が2018年9月に発表した「DX
レポート」で指摘されています。
　デジタル競争が世界的に激化するなか

で、わが国企業の競争力を強化するため
に、DXの推進は喫緊の課題となってい
ます。一般社団法人日本情報システム・
ユーザー協会（JUAS）の企業IT動向調
査によれば、わが国では7割の企業がデ
ジタル化に取り組んでいるものの、「プ
ロセスのデジタル化（業務プロセスの変
革・自動化、状態の見える化、データ活
用）」が「商品・サービスのデジタル化（ビ
ジネス自体の変革や商品・サービスの創
造）」に先行しており、DXが本格的に展
開される状況には至っていません（図表
1）。また、企業規模別にみても、プロセ
スのデジタル化、商品・サービスのデジ
タル化の双方に取り組む企業が売上高 
1兆円以上の企業では66.7％であるのに
対し、売上高100億円未満の企業では
15.4％と、取り組み状況の差が鮮明とな
っています。

ガバナンス・コードの策定で期待されるDXの本格的展開

社会トピックス

（資料）JUAS「企業IT動向調査2020」（2020年2月、速
報値）

図表 1　 ビジネスのデジタル化への 
取り組み状況
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DXを加速するために何が必要か

　JUASの同調査（2019年版）において
は、わが国でDXが比較的進ちょくして
いる企業では、①経営層のリーダーシッ
プ、②部門横断プロジェクトの設置、③
スモールスタートでの成功体験、などが
成功要因として認識されている一方で、
①アイデア創出が進まない、②リソース
不足、③投資判断・効果の見極めが困難、
といった課題も指摘されています。
　こうした状況を打破し、わが国企業に
おいてDXを本格的に展開するためには、
企業がデジタル化を単なる効率化手段と
考えるのではなく、デジタルを主軸とし
て企業戦略を具現化するパラダイムへと
転換することが必要です。このためには、
デジタル戦略と経営戦略との融合、旧来
の体制やシステムといったレガシーを刷
新する中長期的なITシステム投資計画、
人材政策や企業文化の見直しに加えて、
経営者のリーダーシップが必要です。こ
のような背景から、今回の法改正では、
企業経営における戦略的なシステム利用
のあり方を提示する指針（デジタルガバ
ナンス・コード）を政府が策定し、上記
指針を踏まえた優良な取り組みを行う企
業を認定する仕組みを整えることとなり
ました。

デジタルガバナンス・コードに期待される役割

　デジタルガバナンス・コードは、コー
ポレートガバナンスの一環として、ステ
ークホルダーとの対話（共有）を担うも
のと位置づけられます。東京証券取引所
が定めるコーポレートガバナンス・コー

ドと違って、デジタルガバナンス・コー
ドは非上場企業や中小企業にも適用され
ます。2019年9月に経済産業省の「デジ
タルガバナンスに関する検討会」で取り
まとめられた内容をもとに策定作業が進
んでおり、2020年度中に導入が予定さ
れています。その内容案は大きく四つの
部分から構成され、①デジタル変革を踏
まえたビジョン・ビジネスモデルの構築、
②それを実現するための戦略、③指標に
基づく成果の自己評価、④経営陣や取締
役会によるガバナンスの確保、が柱とな
ります（図表2）。加えて、上記指針を踏
まえた優良な取り組みを行う企業を認定
する制度「DX格付け」も導入される予
定です。
　デジタルガバナンス・コードには強制
力がありませんが、政府が策定した企業
行動指針であるため、企業評価の重要な
要素として活用され、その結果としてわ
が国でDXが本格的に展開していくこと
が期待されています。 （藤田）

社会トピックス MONTHLY
REVIEW

（資料） 経済産業省「第1回 Society 5.0 時代のデジタル・
ガバナンス検討会　事務局説明資料」（2020年1月）

図表2　 デジタルガバナンス・コードの 
構成（案）

1 デジタル変革を踏まえたビジョン・ビジネスモデル
の構築・共有

2  デジタル変革を踏まえた戦略の構築・共有

① 組織づくりに関する方策の構築・共有

② ITシステム・デジタル技術活用環境の構築に
関する方策の構築・共有

3 成果と重要な成果指標の共有

4 経営陣や取締役会によるガバナンスの確保
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　2011年に軍事政権から民政に移って
以降、ミャンマーは経済発展に対する内
外からの高い期待を集めましたが、近年
の足取りをみると、必ずしもそうした期
待に応えるものとはなっていません。そ
こで以下では、ミャンマー経済に関心が
高まった背景と、高成長が実現出来なか
った要因を整理したうえで、今後を展望
しました。

高い潜在力と対外関係の改善

　ミャンマー経済が注目される背景とし
て、以下の2点を指摘することが出来ます。
　第1に、元来備えている高いポテンシ
ャルです。ミャンマーの人口は2019年
時点で5,400万人であり、2050年代には
6,200万人を超える見込みです。経済発
展とともに消費に積極的とされる中間層
が台頭してくれば、ミャンマーは多くの
ビジネスチャンスを内包した魅力的な市
場となる素地があります。また、地理的
にも、ミャンマーは北と西で中国、イン
ドという大国に接するなどアジアにおけ
る貿易の要衝に位置しています。
　第2に、対外関係の改善です。かつて
の軍事政権下では国民の政治活動を武力
で弾圧するなど非民主的な政治運営が目
立った結果、欧米諸国はミャンマーに対
して経済制裁を課し、これが経済発展の
大きな阻害要因となってきました。2011
年の民政移管後、これらの経済制裁が
徐々に解除に向かったことで、ミャンマ
ー経済が本格的に花開くとの期待が国内
外で強まりました。

外資誘致環境の未整備が足かせ

　しかし、これまでのところ、ミャンマ
ー経済はそうした期待に応えるパフォー
マンスを示すには至っていません。実際、
実質GDP成長率は、民政移管後、伸び
悩みが続いています（図表1）。
　ミャンマー経済が期待通りに発展出来
なかった要因をベトナムとの比較のもと
に考察してみましょう。
　ベトナムは、1990年頃までミャンマー 
と同程度の所得水準でしたが、その後、順
調な経済発展を遂げ、足元では、一人当
たりGDPが、自動車や耐久消費財が急速
に普及する目安とされる3,000ドル前後に
達したとみられています。ベトナム経済の
発展のきっかけとなったのが、1980年代
後半に開始された改革開放政策「ドイモ
イ」でした。ベトナム政府はそのなかで、

ミャンマー経済の課題

アジアトピックス

（資料） IMF「World Economic Outlook 2019 
October」

図表 1　 ミャンマーの実質GDP成長率

0

2

4

6

8

10

12

14

16

15 17
（年度）

（％）

1999 2001 03 05 11 13

民政移管

0907



MONTHLY REVIEW 2020.4┃    7

外資受け入れ環境の整備に多大な労力を
注ぎ、それが現在まで続く輸出志向型製
造業の発展と高成長につながりました。
　一方、ミャンマーも、民政移管後は、
外資誘致に取り組んできました。しかし、
2016年のアウンサン・スーチー政権発
足後は、憲法改正など政治体制の整備を
優先して、経済改革が後順位におかれた
こともあり、周辺国との比較でみて外資
受け入れ環境はいまだ十分とはいえませ
ん。とりわけ、以下の3点が問題視され
ています。
　第1は、インフラの未整備です。とくに、
製造業に不可欠な電力供給能力の不足が
深刻です。2017年時点でも、ミャンマー
の電力生産能力は所得水準が同程度の時
のベトナムの4割程度しかありません（図

表2）。電力不足は年々深刻さを増しつつ
あり、2019年の夏には、最大都市ヤンゴ
ンでも輪番停電が実施されました。
　第2は、不透明な外国為替市場です。
2013年の為替市場改革まで、ミャンマ
ーでは公定レートと闇レートが併存して
おり、民間企業は事実上、不安定な闇レ
ートを使用せざるを得ませんでした。そ
の後の為替市場改革で、名目上は変動相
場制への移行と市場レートの統合が実現
されましたが、実態は十分に機能してお
らず、現在も中央銀行の発表する公定レ
ートは闇レートを追認しているに過ぎな
いとの指摘も多いのが実情です。
　第3が、非効率・不透明な行政機能で
す。なかでも大きな問題なのが、汚職の
まん延です。現政権は汚職撲滅を優先課
題に掲げているにもかかわらず、国際
NGO「Transparency International」
の「汚職指数2019年版」によると、ミャ
ンマーは世界180カ国中130位という低
順位にとどまっています。

期待される投資環境の改善

　ミャンマーでは、本年11月に、総選挙
が実施される予定です。現地報道によれ
ば、現在のところ、スーチー氏率いる与
党・国民民主連盟（NLD）が優勢とさ
れていますが、選挙結果のいかんにかか
わらず、ミャンマー経済が飛躍を遂げる
ためには、次期政権が外資誘致に向けた
経済構造改革を着実に進めていくことが
出来るか否かが、大きなカギとなりまし
ょう。 （塚田）

アジアトピックス MONTHLY 
REVIEW
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（資料） ADB「Key Indicators for Asia and the 
Pacific 2010, 2018」、国連「National Account 
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（注）プロット期間は1990～ 2017年。

図表2　 ミャンマーとベトナムの一人当たり
GDPと一人当たり電力生産量
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●日　本● （％）
2018年度 2019年 2019年 2020年

7～ 9 10～ 12 11月 12月 1月 2月
鉱工業生産指数

（0.3）
〈▲0.5〉
（▲0.8）

〈▲4.1〉
（▲6.3）

〈▲1.0〉
（▲8.2）

〈1.2〉
（▲3.1）

〈0.8〉
（▲2.5）

鉱工業出荷指数
（0.2）

〈▲0.1〉
（▲0.1）

〈▲4.9〉
（▲6.1）

〈▲1.7〉
（▲7.7）

〈0.3〉
（▲3.4）

〈0.2〉
（▲3.7）

鉱工業在庫指数（末）
（0.2）

〈▲1.7〉
（0.9）

〈1.3〉
（1.3）

〈▲0.9〉
（1.6）

〈0.9〉
（1.3）

〈1.5〉
（3.8）

生産者製品在庫率指数
（3.0）

〈1.8〉
（3.8）

〈6.1〉
（9.3）

〈2.2〉
（12.2）

〈0.8〉
（6.1）

〈▲1.5〉
（9.6）

稼働率指数
　（2015年＝100）

102.5 100.6 95.5 95.5 95.1

第3次産業活動指数
（1.1）

〈0.9〉
（2.1）

〈▲2.9〉
（▲1.8）

〈1.3〉
（▲1.3）

〈▲0.3〉
（▲1.0）

〈0.8〉
（▲1.1）

全産業活動指数
（除く農林水産業） （0.8）

〈0.5〉
（1.3）

〈▲3.1〉
（▲2.7）

〈0.9〉
（▲2.8）

〈0.0〉
（▲1.4）

機械受注
（船舶・電力を除く民需） （2.8）

〈▲3.5〉
（▲2.7）

〈▲2.1〉
（▲1.5）

〈18.0〉
（5.3）

〈▲12.5〉
（▲3.5）

建設工事受注（民間）
公共工事請負金額

（14.5）
（1.1）

（▲3.9）
（12.2）

（5.7）
（4.4）

（▲16.1）
（11.3）

（14.7）
（▲3.6）

（▲15.9）
（9.6） （▲5.4）

新設住宅着工戸数
（年率、万戸）

95.3
（0.7）

90.6
（▲5.4）

86.5
（▲9.4）

84.8
（▲12.7）

85.2
（▲7.9）

81.3
（▲10.1）

百貨店売上高　　　　全国
　　　　　　　　　　東京
チェーンストア売上高

（▲0.9）
（0.4）

（▲0.8）

（6.8）
（7.0）

（▲1.7）

（▲8.8）
（▲8.1）
（▲2.9）

（▲6.0）
（▲4.7）
（▲1.4）

（▲5.0）
（▲3.2）
（▲3.3）

（▲3.1）
（▲2.4）
（▲2.0）

完全失業率
有効求人倍率

2.4
1.62

2.3
1.58

2.3
1.57

2.2
1.57

2.2
1.57

2.4
1.49

現金給与総額 　（5人以上）
所定外労働時間　　　（〃）
常用雇用　　　　　　（〃）

（0.9）
（▲1.7）
（1.2）

（▲0.3）
（▲1.0）
（2.0）

（▲0.1）
（▲2.4）
（2.2）

（0.1）
（▲2.7）
（2.3）

（▲0.2）
（▲2.7）
（2.1）

（1.5）
（▲2.9）
（1.9）

M2　　　（平残）
広義流動性（平残）

（2.7）
（1.9）

（2.4）
（1.7）

（2.6）
（2.3）

（2.7）
（2.4）

（2.7）
（2.6）

（2.8）
（2.7）

（3.0）
（2.7）

経常収支　　　　　（兆円）
　　　前年差

19.24
▲2.93

5.76
0.07

3.78
1.18

1.44
0.62

0.52
0.06

0.61
0.04

貿易収支　　　（兆円）
　前年差

0.70
▲3.84

▲0.03
▲0.09

0.37
1.01

▲0.00
0.54

0.12
▲0.10

▲0.99
▲0.02

消費者物価指数
（除く生鮮食品）

 
（0.8） （0.5） （0.6） （0.5） （0.7） （0.8）

（％）
2018年度 2018年 2019年

7～ 9 10～ 12 1～ 3 4～ 6 7～ 9 10～ 12
業況判断DI 大企業・製造

非製造
中小企業・製造

非製造

19
22
14
10

19
24
14
11

12
21
6
12

7
23
▲1
10

5
21
▲4
10

0
20
▲9
7

売上高　（法人企業統計）
経常利益

（▲0.6）
（0.4）

（6.0）
（2.2）

（3.7）
（▲7.0）

（3.0）
（10.3）

（0.4）
（▲12.0）

（▲2.6）
（▲5.3）

（▲6.4）
（▲4.6）

実質GDP
（2011年連鎖価格） （0.3）

〈▲0.8〉
（▲0.3）

〈0.6〉
（▲0.3）

〈0.5〉
（0.8）

〈0.6〉
（0.9）

〈0.0〉
（1.7）

〈▲1.8〉
（▲0.7）

名目GDP
（0.1）

〈▲0.7〉
（▲0.6）

〈0.2〉
（▲0.9）

〈1.1〉
（0.9）

〈0.6〉
（1.3）

〈0.4〉
（2.3）

〈▲1.5〉
（0.5）

注：〈　〉内は季節調整済み前期比、（　）内は前年（同期（月））比。

（2020年3月13日現在）
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●米　国●
2019年 2019年 2019年 2020年

4～ 6 7～ 9 10～ 12 12月 1月 2月
鉱工業生産

（0.8）
〈▲0.6〉
（1.2）

〈0.3〉
（0.2）

〈0.0〉
（▲0.7）

〈▲0.4〉
（▲0.9）

〈▲0.3〉
（▲0.8）

設備稼働率 77.8 77.8 77.6 77.2 77.1 76.8
小売売上高

（3.5）
〈1.8〉
（3.4）

〈1.4〉
（4.0）

〈0.4〉
（4.0）

〈0.2〉
（5.5）

〈0.3〉
（4.4）

失業率（除く軍人、％） 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.6 3.5
非農業就業者数（千人）
（前期差、前月差）

2,041 425 551 616 184 273 273

消費者物価指数
（1.8）

〈0.7〉
（1.8）

〈0.5〉 
（1.8）

〈0.6〉 
（2.0）

〈0.2〉
（2.3）

〈0.1〉
（2.5）

〈0.1〉 
（2.3）

2019年 2018年 2019年
7～ 9 10～ 12 1～ 3 4～ 6 7～ 9 10～ 12

実質GDP
（連鎖ウエート方式） （2.3）

｛2.9｝ 
（3.1）

｛1.1｝ 
（2.5）

｛3.1｝ 
（2.7）

｛2.0｝ 
（2.3）

｛2.1｝
（2.1）

｛2.1｝
（2.3）

経常収支（億ドル、年率）
名目GDP比

▲5,030
▲2.4

▲5,757
▲2.8

▲5,448
▲2.6

▲5,008
▲2.3

▲4,964
▲2.3

注：｛　｝内は季節調整済み前期比年率、〈　〉内は季節調整済み前期比、
　　（　）内は季節調整済み前年比。ただし、消費者物価指数および暦年の前年比は原数値。

●アジア●
実質GDP成長率（前年比、前年同期比、％）

韓 国 台 湾 香 港 シンガポール タ イ マレーシア インドネシア フィリピン 中 国
2018年 2.7 2.7 2.9 3.4 4.2 4.7 5.2 6.2 6.7
2019年 2.0 2.7 ▲1.2 0.7 2.4 4.3 5.0 5.9 6.1

2018年7～ 9月 2.1 2.5 2.6 3.0 3.2 4.4 5.2 6.0 6.7
10～ 12月 2.9 2.0 1.1 1.3 3.8 4.7 5.2 6.3 6.5

2019年1～ 3月 1.7 1.8 0.7 1.1 2.9 4.5 5.1 5.6 6.4
4～ 6月 2.0 2.6 0.4 0.2 2.4 4.9 5.1 5.5 6.2
7～ 9月 2.0 3.0 ▲2.8 0.7 2.6 4.4 5.0 6.0 6.0

10～ 12月 2.3 3.3 ▲2.9 0.8 1.6 3.6 5.0 6.4 6.0

貿易収支（100万米ドル）
韓 国 台 湾 香 港 シンガポール タ イ マレーシア インドネシア フィリピン 中 国

2018年 69,657 49,216 ▲71,726 41,255 4,756 30,720 ▲8,699 ▲43,533 350,947
2019年 38,890 43,500 ▲54,172 31,364 9,605 33,177 ▲3,230 ▲37,041 421,932

2018年12月 4,182 4,671 ▲6,554 676 1,303 2,630 ▲1,075 ▲4,170 56,800
2019年1月 1,016 894 ▲1,313 2,196 ▲3,999 2,797 ▲1,064 ▲3,920 38,412

2月 2,830 5,056 ▲6,223 2,798 4,111 2,713 330 ▲2,744 3,039
3月 5,011 3,091 ▲7,547 2,874 2,103 3,528 671 ▲3,100 31,463
4月 3,734 2,702 ▲4,473 2,097 ▲1,339 2,628 ▲2,286 ▲3,469 13,082
5月 2,084 4,469 ▲4,423 2,914 330 2,178 219 ▲3,298 41,260
6月 3,904 3,822 ▲7,052 1,794 3,309 2,527 297 ▲2,370 49,590
7月 2,316 3,608 ▲4,118 2,468 110 3,463 ▲64 ▲3,393 44,084
8月 1,563 6,012 ▲3,577 3,005 2,053 2,603 112 ▲2,679 34,609
9月 5,888 3,129 ▲4,038 2,932 1,275 1,998 ▲164 ▲3,035 39,017
10月 5,252 3,928 ▲3,901 3,317 507 4,138 173 ▲3,240 42,547
11月 3,312 4,283 ▲3,343 2,401 549 1,591 ▲1,393 ▲3,323 37,618
12月 1,981 2,508 ▲4,164 2,568 596 3,013 ▲62 ▲2,469 47,210

2020年1月 462 3,458 ▲3,936 716 ▲1,556 2,942 ▲864 ▲3,499
2月 4,115 3,303 ▲7,096

注：2020年2月の中国は1～ 2月の累計値。
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